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3　 それぞれに立場にあっ た取組（ 個別施策）

（ １ ） 温室効果ガスの排出削減対策（ エネルギー起源二酸化炭素）

A . 産業部門

① 省エネルギーの取組や再生可能エネルギー導入の促進

施策 1 － A - ① ( 1 )： 省エネ診断の実施と 支援

＜方向性＞

事業活動における エネルギーの使用状況や温室効果ガス排出削減の取組状況、 今後

ど のよ う な活動に取り 組む必要がある のか等、 事業者が自ら の取組状況について把握

するこ と で効果的な脱炭素に向けた取組を促進するために、ESCO 事業 28 を 含めた外部

機関によ る 脱炭素に向けたコ ン サルティ ン グや省エネ診断、 外部有識者によ る 脱炭素

化支援活動等を 支援し 、 事業者の脱炭素経営化を図り ます。

＜施策＞

事業者向けの省エネ診断の支援制度の整備や啓発・ 情報提供を 推進し ます。

施策 1 － A - ①（ 2 ）： 省エネ設備の導入促進

＜方向性＞

事業所における 高効率空調や高効率照明など の省エネルギー設備の導入によ っ て 、

エネルギー消費量の削減を 図り ます。

＜施策＞

ESCO 事業について の情報提供や省エネ設備導入のために必要な支援制度の整備、

国や県など 他の機関が実施する 補助金などの支援制度についての情報提供等を 推進し

ます。

施策 1 － A - ①（ 3 ）： 建築物の省エネを推進

＜方向性＞

工場等の新築・ 増改築にあたっ て、 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する 法

律に基づく 「 建築物エネルギー消費性能適合性判定 29 」 の徹底し 、 建物の省エネ性能の

向上を図り ます。 また、2024（ 令和 6 ）年 4 月から 開始さ れ、 努力義務と なっ ている「 建

築物の省エネ性能表示制度」 による、 建物の省エネ性能に関するラ ベルにより 、 省エネ

化を 推進し ます。

28　 ESCO 事業： 省エネルギー改修にかかる全ての経費を 光熱水費の削減分で賄う 事業。 ESCO 事業者は、 省エネルギー診断、
設計・ 施工、 運転・ 維持管理、 資金調達などにかかる 全てのサービ スを 提供する 。 また、 省エネルギー効果の保証を 含む契
約形態（ パフ ォ ーマンス契約）を と る こ と によ り 、 利益の最大化を図る こ と ができ ると いう 特徴を 持つ。

29　 建築物エネルギー消費性能適合性判定： 建築主は、 特定建築行為（ 特定建築物（ 非住宅部分の床面積※が 300m2 以上） の
新築や特定建築物の増改築（ 増改築する 部分のう ち 非住宅部分の床面積※が 300m2 以上のも のに限る ）。 等） を すると き は、
その工事に着手する 前に建築物エネルギー消費性能確保計画を 所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関に提
出し 、 省エネ基準に適合し 適合性判定を 受ける こ と が義務化さ れた 。 また、 省エネ基準に適合し ていなければ、 建築基準法
の確認済証や検査済証の交付を 受ける こ と ができ ない。
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＜施策＞

事業者に対し て制度についての情報提供を 実施し ます。 また、 省エネ性能ラ ベルの

公開を 普及さ せる ため、 市の建築、 公共建築は可能な限り ラ ベルを 取得し 貼付し ます。

民間建築でも ラ ベルを 取得するよう に情報提供を実施し ます。

施策 1 － A - ①（ 4 ）： 再エネ発電設備の導入促進

＜方向性＞

工場等の屋根や駐車場・ 空地、 農地など に太陽光発電設備や小型風力発電設備を 設

置し 、 蓄電池と 組み合わせて使用する こ と によ り 、 災害にも 備えら れ、 事業者が使用

する エネルギーを 再生可能エネルギーに転換する こ と など自家消費型の再生可能エネ

ルギーの活用を 推奨し ます。

＜施策＞

PPA 事業促進のための情報提供や事業のコ ーディ ネート 、 再エネ設備導入のために必要

な支援や、 国や県など他の機関が実施する補助金などの支援制度の情報提供を 実施し ます。

施策 1 － A - ①（ 5 ）： バイ オマスエネルギーなど再エネ熱設備の導入促進

＜方向性＞

材木チッ プや家畜糞尿、生ゴミ を はじ めと するバイ オマス資源 30 の発酵熱や燃焼熱な

どを 活用し た再生可能エネルギーの導入と と も に、 それら を利用し た技術や商品・ サー

ビ スの開発を 通じ て、 社会に脱炭素の取組を 提案でき る 商品やサービ スの提供やその

ための人材確保を図り ます。

＜施策＞

技術や資金等の支援を 行う 制度の整備や、 学識者・ 研究機関と のマッ チン グ、 国や

県などが実施する補助金などの支援制度の情報提供などを 実施し ます。

施策 1 － A - ①（ 6 ）： カ ーボン・ オフ セッ ト の活用

＜方向性＞

事業者が自ら どう し ても 削減でき ない温室効果ガス排出量について、 森林吸収の活

用や他者の排出削減を 支援する カ ーボン・ オフ セッ ト を 活用し て、 排出量を 相殺する

こ と で実質的な排出量をゼロにする脱炭素化を 推奨し ます。

＜施策＞

事業者に対し て県が実施するかごし まエコ フ ァ ン ド や国が実施する J-ク レ ジッ ト 制

度についての情報提供を 実施し ます。 また、 奄美市でも カ ーボン オフ セッ ト に活用で

き るク レ ジッ ト 創出に関するプロジェ ク ト の立ち上げを推進し ます。

30　 バイ オマス資源： バイ オマス資源は、 家畜の排せつ物、 食品加工の際に出た生ごみ、 建築廃材、 間伐材、 稲わら 、 麦わら 、
ト ウモロ コ シ、 サト ウキビ など の生物由来の資源。 こ れを 活用する こ と によ っ て 、 二酸化炭素の排出量を 削減し たり 、 ごみ
の量を 減量でき る。
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② 徹底的なエネルギー管理の促進

施策 1 － A - ②（ 1 ）： FEM S の導入促進

＜方向性＞

工場における エネルギーの使用状況を 表示し 、 照明や空調、 生産ラ イ ン 等の機器・

設備について最適な省エネルギー運用を 行う FEMS（ 工場のエネルギー管理システム）

の導入を 図り ます。

＜施策＞

FEM S の導入モデル工場指定や、 指定し た工場の見学会、FEMS メ ーカ ーによる 説明

会等、 事業者が FEM S に触れ情報を得るこ と ができ る機会の創出を 促進し ます。

施策 1 － A - ②（ 2 ）： 効果的な情報の提供

＜方向性＞

取組が遅れている 中小規模事業者における 省エネルギーについて、 エネルギーの使

用実態を モニタ リ ン グし ながら 省エネを 進めていく 取組など、 様々な先進的な省エネ

の取組を 推奨し ます。

＜施策＞

事業者が情報収集で き る 学習会等の機会を 設けま す。 省エ ネルギーの意識向上や

ナッ ジ 31 等の行動科学に基づいた省エネ行動の選択についての情報提供や啓発を 推進

し ます。

31　 ナッ ジ： 行動科学の知見から 、 望まし い行動を と れる よ う 人を 後押し する アプロ ーチのこ と 。

コ  ラ  ム

■ FEMS と は？

FEMS と は Factory Energ y Manag ement System の略で、 工場を 対象と し た、 受配電設備・

生産設備のエネルギー管理、 使用状況の把握、 機器の制御が可能なエネルギーマネジメ ン ト シ

ステムのつです。

例えば、 エネルギーの

使用状況を 数値化や「 見

える 化」 し 、 こ れら の情

報を 基に エ ネ ルギ ー 使

用量の予測や、 エ ネ ル

ギ ー 需要量に 合わせエ

ネ ルギ ー 供給設備を 最

適化す る こ と で 工場全

体のエ ネ ルギ ー 量を 削

減するこ と ができ ます。

資料　 経済産業省ホームページ
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施策 1 － A - ②（ 3 ）： プラ ッ ト フ ォ ームの設置

＜方向性＞

事業者と 大学・ 研究機関と の間で温室効果ガス排出削減に向けた取組実態や最新の

技術情報等を 共有する こ と によ り 、 最適な支援内容や施策・ 対策を 講じ た脱炭素化と 、

最新の知見を活用し た環境ビジネス等の創出を 図り ます。

＜施策＞

産官学金融で課題や情報を 共有し 、 課題解決の協議を 行う プ ラ ッ ト フ ォ ームの設置

を 検討し ます。

③ 農林水産業分野の削減

施策 1 － A - ③（ 1 ）： 家畜から の排出量抑制策の検討

＜方向性＞

家畜（ 牛、 豚）のゲッ プや糞尿から のメ タ ンガス発生等、 家畜の飼養に伴っ て発生す

るメ タ ンガス抑制を 図り ます。

＜施策＞

脱炭素飼料等によ る 効果や家畜・ 環境への影響などの情報収集を 図り 、 広く 農家間

で共有でき る仕組みづく り を 検討し ます。

施策 1 － A - ③（ 2 ）： 農業・ 林業機械の脱炭素化を推進

＜方向性＞

営農型の太陽光発電設備（ ソ ーラ ーシェ アリ ング）の導入、 そこ で得ら れた電力を 生

かす形で農業・ 林業機械の電動化や温室加温を 石油から 電気ヒ ート ポン プ利用への転

換など を 図る 仕組みづく り を 推進し ます。 また、 温室加温については再エネ熱への転

換の仕組みの導入も 検討し ます。 こ れら によ り 、 農林業から 発生する 二酸化炭素等の

削減を図り ます。

＜施策＞

農業・ 林業機械メ ーカ ーや太陽光発電設備メ ーカ ーなどと 連携し て、 展示会や説明

会を 開催し 、 電動機械試用の機会創出を 推進し ます。

施策 1 － A - ③（ 3 ）： IO T 技術の活用による省エネの推進

＜方向性＞

農業分野における IOT 技術である IoP（ イ ンタ ーネッ ト ・ オブ・ プラ ンツ） 32 の活用に

よ り 、 施設園芸の現場で天候や温度・ 湿度・ CO2 濃度等の環境情報、 光合成強度・ 作

物の生長・ 収量等の生育情報などを セン サーやド ロ ーン 等によ り 計測し 、 作物の情報

の「 見える化」 を 図る スマート 農業の導入を 図り ます。 また、 得ら れた情報を 広く 発信

し ていく こ と で、IoP のメ リ ッ ト や取組内容を 農家に共有する と と も に、 将来的な IoP

普及による使用エネルギーの最適化と 省エネを 目指し ます。

32　 IoP： Internet of Plants の略。 作物生産を 決定づける 光合成や成長など 生理生態情報を 「 見える 化」 し て、 生理生態情報に
基づく 合理的な営農支援情報と し て「 使える 化」を行い、 それら の情報を 産地で「 共有化」する 仕組み。
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＜施策＞

設備の導入を 支援する 制度の導入や、 先進的に取り 組むモ デル圃場の設定によ る

データ の収集、 その施行結果を公開し ていく ための基盤整備を 推進し ます。

施策 1 － A - ③（ 4 ）： 漁船で使用する燃料削減の推進

＜方向性＞

漁場環境情報発信システムや漁場予測システムの導入によ り 最適な移動距離で漁業

が行われる よ う にする と と も に、 漁船のエコ ド ラ イ ブ の普及を 図る こ と で、 漁船の燃

料消費量削減を 図り ます。

＜施策＞

県の水産技術開発セン タ ーや大学な ど の研究機関、 漁業協同組合と の連携によ り 、

システムの構築と 漁業者がシステムを 試用する 機会を 創出する と と も に、 漁船のエコ

ド ラ イ ブ講習会の案内や機器の導入支援を推進し ます。

施策 1 － A - ③（ 5 ）： 冷凍倉庫や製氷設備の省エネ、 再エネ発電設備の促進

＜方向性＞

エネルギー消費量の多い冷凍倉庫や製氷設備において、 省エネ設備・ 機器の更新と

屋根、 屋上等に太陽光発電設備の導入を 推奨し ます。

＜施策＞

PPA 事業促進のための情報提供や事業のコ ーディ ネート 、 再エネ設備導入のために

必要な支援や、 国や県など 他の機関が実施する 補助金など の支援制度の情報提供や、

省エネ設備等を 地域型 ESCO 事業の「 頭金なし 」 で購入でき るし く みづく り を 検討し ま

す。
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B . 業務その他部門

① 省エネルギーの取組や再生可能エネルギー導入の促進

施策 1 － B - ①（ 1 ）： 省エネ診断等の実施と 支援（ 再掲）

＜方向性＞

事業活動における エネルギーの使用状況や温室効果ガス排出削減の取組状況、 今後

ど のよ う な活動に取り 組んでいく 必要がある のか等、 事業者が自ら の取組状況につい

て把握するこ と で効果的な脱炭素に向けた取組を促進するために、ESCO 事業を含めた

外部機関によ る 脱炭素に向けたコ ン サルティ ン グや省エネ診断、 外部有識者によ る 脱

炭素化支援活動等を 支援し 、 事業者の脱炭素経営化を 図り ます。

＜施策＞

事業者向けの省エネ診断の支援制度の整備や啓発・ 情報提供を 推進し ます。

施策 1 － B - ①（ ２ ）： 省エネ設備の導入促進（ 再掲）

＜方向性＞

事業所における 高効率空調や高効率照明など の省エネルギー設備の導入によ っ て 、

エネルギー消費量の削減を 図り ます。

＜施策＞

ESCO 事業についての情報提供や省エネ設備導入のために必要な支援制度の整備、 国や

県などの他の機関が実施する補助金などの支援制度についての情報提供等を 推進し ます。

施策 1 － B - ①（ ３ ）： 再エネ発電設備の導入促進（ 再掲）

＜方向性＞

事務所等の屋根や駐車場・ 空地などに太陽光発電設備や小型風力発電設備を 設置し、

蓄電池と 組み合わせて使用する こ と によ り 災害にも 備えら れ、 事業所で使用する エネ

ルギーを 再生可能エネルギーに転換する こ と など 自給消費型の再生可能エネルギーの

活用を推奨し ます。

＜施策＞

PPA 事業促進のための情報提供や事業コ ーディ ネート 、 必要な再エネ設備導入のた

めの支援や、 国や県など他の機関が実施する 補助金など の支援制度の情報提供を 実施

し ます。

② 建築物における温暖化対策の推進

施策 1 － B - ②（ 1 ）： 建築物の省エネを推進（ 再掲）

＜方向性＞

事務所等の新築・ 増改築にあたっ て、 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する

法律に基づく「 建築物エネルギー消費性能適合性判定」 の徹底し 、 建物の省エネ性能の

向上を図り ます。 また、2024（ 令和 6 ）年 4 月から 開始さ れ、 努力義務と なっ ている「 建

築物の省エネ性能表示制度」 による、 建物の省エネ性能に関するラ ベルにより 、 省エネ

化を 推進し ます。
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＜施策＞

事業者に対し て制度についての情報提供を 実施し ます。 また、 省エネ性能ラ ベルの

公開を 普及さ せる ため、 市の建築、 公共建築は可能な限り ラ ベルを 取得し 貼付し ます。

民間建築でも ラ ベルを 取得するよう に情報提供を実施し ます。

施策 1 － B - ②（ ２ ）： 既存建築物の省エネ化の推進

＜方向性＞

建築物の販売又は賃貸の仲介を 行う 者が、 省エネルギー等のために講じ ら れた工法

や設備等について情報提供や内容説明を 行い、 省エネ建築物が選ばれる 基盤を 形成す

る こ と で、 既存建築物の省エネ化を 図り ます。 また、2024（ 令和 6 ） 年 4 月から 開始さ

れ努力義務と なっ ている「 建築物の省エネ性能表示制度」 による、 建物の省エネ性能に

関する ラ ベルの公開を 推進し 、 省エネ性能の高い建築物が選択さ れる よ う になる こ と

を 目指し ます。

＜施策＞

建設業協会などと の連携により 仲介業者への研修会や情報提供を実施し ます。

施策 1 － B - ②（ ３ ）： B EM S の導入促進

＜方向性＞

建築物全体における エネルギーの使用状況を 把握し 、 照明や空調等の機器・ 設備に

ついて、 最適な運用を おこ なう BEMS（ ベムス： ビルのエネルギー管理システム） の導

入を 図り ます。

＜施策＞

対象と なる 施設管理者等への情報提供や、BEMS メ ーカ ーと 連携し て BEMS の技術

や金銭的メ リ ッ ト などについて紹介する機会創出を 図り ます。

③ 徹底的なエネルギー管理の促進

施策 1 － B - ③（ 1 ）： 先進事例の情報共有の推進

＜方向性＞

よ り 多く の事業者における 脱炭素の取組を 進める ため、 事業所が実施する 省エネ対

策や再エネの使用実態について情報収集し 、 結果から 得ら れた先進的な脱炭素の取組

について、 さ まざまなメ リ ッ ト を 周知する こ と で、 事業者の脱炭素にむけた意識の向

上と 具体的に脱炭素の取組に踏み出せる仕組の構築を図り ます。

＜施策＞

全国や市内事業者の省エネ・ 再エネの取組等についての情報の収集・ 発信と 、 商工

会等の関係団体や金融機関等と も 連携し ながら 中小事業者に向けた情報提供の機会創

出を 促進し ます。
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施策 1 － B - ③（ ２ ） モデル施設の設定

＜方向性＞

市内で大き なエネルギーを 消費する 施設において、 省エネ設備への更新の際に国や

県など の補助金活用の支援を 行っ たり 、 市独自の補助制度を 提供する などし て設備更

新を 支援し ま す。 いく つかの分野ごと に優先的に支援する 施設を 指定する と と も に 、

モデル施設と し て見学の受け入れ、 削減情報等の提供を 求め、 それら を 公開する こ と

で他の施設への省エネ設備等の導入促進を図り ます。

＜施策＞

冷凍設備等を 有する 施設など、 市内の大口エネルギー需要施設を 抽出し ます。 そこ

に対し て、 省エネ診断の支援等を 行う と と も に、 省エネ設備の導入補助金など の支援

制度に関する 情報提供を 行います。 市独自の支援の提供に際し て、 モデル施設契約を

締結し 、 情報公開等の同意を 得て省エネ設備導入情報の提供を 推進し ていき ます。

コ  ラ  ム

■ BEMS と は？

Building  and Energ y Manag ement System の略で、 ビ ル ･エネルギー管理システムのこ と で

す。 業務用ビル等、 建物内のエネルギー使用状況や設備機器の運転状況を 把握し 、 需要予測に

基づく 負荷を 勘案し て最適な運転制御を 自動で行い、 エ ネルギーの供給設備と 需要設備を 監

視・ 制御し 、 需要予測を し ながら 、 最適な運転を 行う ト ータ ルなシステムです。

資料　 環境省ホームページ
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C . 家庭部門

① 省エネルギーの取組や再生可能エネルギー導入の促進

施策 1 － C- ①（ １ ）： エネルギー使用状況の見える化推進

＜方向性＞

家庭の省エネ度や二酸化炭素排出量を 解析し 、 専門知識を も っ た「 う ちエコ 診断士」

が光熱費節約につながる 省エネ方法を オーダーメ イ ド で 提案する「 う ち エ コ 診断」 の

受診等、 各家庭における 温室効果ガス排出削減の自発的な取組を 推進する ためエネル

ギー使用量や二酸化炭素排出量の「 見える化」 に取り 組むこ と を推奨し ます。

＜施策＞

モデル自治会の設定等によ っ て、 う ち エコ 診断実施機関と の連携によ る 市民へのう

ち エコ 診断受診の機会創出や県温暖化防止活動推進セン タ ー等と の連携によ り 市民の

環境家計簿やグリ ーン日記の取組を促進し ます。

施策 1 － C- ①（ ２ ）： 省エネ家電の普及促進

＜方向性＞

省エネルギー性能に優れた照明、 空調などの家電製品、 給湯機器、 節水シャ ワーヘッ

ド など省エネルギー型の製品等への切り 替えを 推奨し ます。

＜施策＞

県温暖化防止活動推進セン タ ーと 連携し て、 店頭における 家電製品の省エネルギー

性能についての説明、 省エネ型製品への買い換えの経済的メ リ ッ ト や適正なアド バイ

スが行える「 省エネソ ムリ エ（ 仮称）」 を 養成し ます。「 省エネソ ムリ エ（ 仮称）」 を 配置

し ている店舗については「 省エネ設備販売登録店（ 仮称）」 の認証や登録を行い、 家電購

入時に省エネ家電の買い替えを 促進し ます。 市民に省エネ家電の選択についての効果

的な情報が伝わる仕組みの構築を 図り ます。

施策 1 － C- ①（ ３ ）： H EM S の導入促進

＜方向性＞

住宅全体における エネルギーの使用状況を 把握し 、 空調や照明、 給湯機器等につい

て、 最適な運用を おこ なう HEM S（ ヘムス： 住宅エネルギー管理システム）の導入を 図

り ます。

＜施策＞

市民へ広報誌等を 通じ た情報提供と と も に、HEM S メ ーカ ーや住宅販売店と 連携し

て HEMS の技術やメ リ ッ ト について紹介する機会創出を促進し ます。

施策 1 － C- ①（ ４ ）： 住宅等への再エネ発電設備の導入促進

＜方向性＞

住宅の屋根や駐車場等に太陽光発電設備及び蓄電池を 設置し 、 その電力を 電気自動

車など 日常生活で消費する 太陽光発電設備の導入を 図り ます。 その際、 蓄電池と し て

も 利用可能な V2H 設備の設置を 推奨し ます。
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＜施策＞

初期費用を かけずに設備を 導入でき る PPA 事業や、 既存の支援制度の情報提供と 、

必要に応じ て補助制度の整備や展示会等の開催を図り ます。

施策 1 － C- ①（ ５ ）： 自主的な取組の促進

＜方向性＞

市民が個人で取り 組める 省エネ活動や環境ボラ ン ティ アへの参加など、 二酸化炭素

削減行動に対し て経済的イ ンセンティ ブを 付与する「 九州版炭素マイ レ ージ制度『 エコ

ふぁ み』」 への参加を推奨し ます。

＜施策＞

経済的イ ンセンティ ブを 付与する「 九州版炭素マイ レージ制度『 エコ ふぁ み』」 につい

て、 各種イ ベン ト の際の広報や市広報誌への掲載、 回覧板や自治会等へのお知ら せな

どを 通じ た広報等を 行っ て市民の参加を 促進し ます。

施策 1 － C- ①（ ６ ）： 廃棄物の減量化の促進

＜方向性＞

ゴミ になる も のを 買わない、 不要物を 再利用する、 廃棄物を 分別し て有効利用する

などによ り 廃棄物の減量や再利用を すすめ、 ゴミ の減量化と ゴミ の収集運搬に要する

エネルギーの削減や石油由来のゴミ の焼却を 減ら し て脱炭素化を 図り ます。

＜施策＞

自治会等の関係団体と 連携し ながら 、 ゴミ の分別方法の見直し を行い、 焼却ゴミ（ 特

にプラ スチッ ク ゴミ ） をなく すこ と を 目標にし た取組を 推進し ます。 また、 環境に配慮

し た賢い買い物の方法やゴミ を 作ら ないよ う にする ための分別の方法など の学習会を

開催すると と も にモデル自治会を 設定し ます。

② 住宅における温暖化対策の推進

施策 1 － C- ②（ １ ）： 既存住宅の省エネ・ 再エネ改修の推進

＜取組の方向性＞

既存住宅については、 若年世帯・ 子育て世帯が子育て仕様の住宅へ改修する 際、 高

齢者がバリ アフ リ ー住宅への改修を 行う 際、 その他既存の住宅を リ フ ォ ームする 際に、

断熱化など の省エネや太陽光発電設備、 蓄電池など再エネ設備の導入を 促進し 、 高品

位のエネルギー性能を 備えた住宅スト ッ ク の普及を 目指し ます。 あわせて、「 伝統知」

を 生かし た省エネ建築手法の導入も 推奨し ます。

＜施策＞

設計事務所協会や建築会社等と の連携によ り 、 市民に向けた支援制度など必要な情

報の提供を 実施し ま す。 設計 ･施工者に向けた研修会の実施・ 情報の提供を 行い、 イ

ン スペク ショ ン（ 建物状況調査）や住宅リ フ ォ ームに関する 技術力向上のための支援を

実施し ます。 また、「 伝統知」 を 活かし た奄美ら し い省エネ住宅化についての情報提供

を 実施し ます。
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施策 1 － C- ②（ ２ ）： 既存建築物の省エネ化の推進（ 再掲）

＜方向性＞

建築物の販売又は賃貸の仲介を 行う 者が、 省エネルギー等のために講じ ら れた工法・

設備等について情報提供や内容説明を 行い、 省エネ建築が選ばれる 基盤を 形成する こ

と で、 既存建築物の省エネ化を 図り ます。 また、2024（ 令和 6 ） 年 4 月から 開始さ れ努

力義務と なっ ている「 建築物の省エネ性能表示制度」 によ る、 建物の省エネ性能に関す

る ラ ベルの公開を 推進し 、 省エネ性能の高い建築物が選択さ れる よ う になる こ と を 目

指し ます。

＜施策＞

宅建業協会などと の連携によ り 仲介事業者への研修会や情報提供を 実施し ます。 ま

た、 省エネ性能ラ ベルの公開を 普及さ せる ため、 民間建築でも ラ ベルを 取得する よ う

に情報提供を実施し ます。

施策 1 － C- ②（ ３ ）： 新築住宅の省エネ化の推進

＜方向性＞

新築住宅については、 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する 法律に基づいた

省エ ネ基準適合化の徹底を 図る と と も に、 再エ ネの導入を 推奨し ま す。 ま たエ ネル

ギー・ 資源・ 廃棄物などの面で十分な配慮がなさ れた環境共生住宅の普及と ZEH（ ゼッ

チ： ゼロ エネルギー住宅）の普及を 図り ます。 また、2024（ 令和 6 ） 年 4 月から 開始さ

れ努力義務と なっ ている「 建築物の省エネ性能表示制度」 による、 建物の省エネ性能に

関する ラ ベルの公開を 推進し 、 省エネ性能の高い建築物が選択れさ る よ う に目指し ま

す。

＜施策＞

設計事務所協会や建築会社等と の連携によ り 、 市民に向けて省エネ住宅の必要性や

金銭的メ リ ッ ト 、 支援制度など必要な情報提供を実施し ます。

施策 1 － C- ②（ ４ ）： 集合住宅の省エネ化・ 再エネ化の推進

＜方向性＞

集合住宅の新築・ 増改築にあたっ ては、 県地球温暖化対策推進条例に基づく 建築物

温暖化対策計画の作成や建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく「 省

エネ計画の届出」 等の徹底を 図り 、 省エネルギー性能の確保や再生可能エネルギー設

備の導入を 図り ます。 また、 集合住宅においては電気自動車の充電設備の導入を 推奨

し ます。

＜施策＞

設計事務所協会や建築会社等と の連携によ り 、 集合住宅の設置者に対し て、 脱炭素

の必要性や取組の支援制度などの情報提供を 実施し ます。
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D . 運輸部門

① エコ ド ラ イ ブの普及促進

施策 1 － D - ①（ １ ）： エコ ド ラ イ ブの普及促進

＜方向性＞

車の燃費を 把握する こ と を 習慣付け、 車間距離にゆと り を も っ て、 加速・ 減速の少

ない運転をするこ と 等により 燃料消費量を削減するエコ ド ラ イ ブを推奨し ます。

＜施策＞

日本自動車連盟（ JAF）や県温暖化防止活動推進センタ ー、 ト ラ ッ ク 協会等と 連携し

てエコ ド ラ イ ブ講習会を実施し ます。

② 次世代自動車と 充電設備の導入促進

施策 1 － D - ②（ １ ）： 次世代自動車と 充電設備の導入促進

＜方向性＞

車を 更新する 際、 走行時に二酸化炭素を 排出し ない EV や FCV の次世代自動車の普

及と 、 そのために必要な充電・ 充填スタ ンド 等のイ ンフ ラ 整備を 図り ます。

＜施策＞

市公用車の EV 化を 率先し て進めま す。 自動車販売店、 県温暖化防止活動推進セン

タ ーなどと 連携し て市民の EV の有用性について理解を 図る ため試乗会や、EV の導入

を 支援する 制度の整備、 国や県が実施する 補助金等の支援策についての情報提供を 実

施し ます。 また、 市施設への公共充電設備の設置を 推進し ます。 市民や事業者によ る

電気自動車の充電施設導入を 促進する ため、 国等が実施する 補助金等の支援制度につ

いての情報提供を実施し ます。

③ 脱炭素燃料の普及

施策 1 － D - ③（ １ ）： 脱炭素燃料の普及促進

＜方向性＞

バイ オディ ーゼル燃料の普及と 、EV 化が遅れて いる ト ラ ッ ク な ど の大型車両や漁

船、 船舶における脱炭素化を 目指し ます。

＜施策＞

名瀬ク リ ーン セン タ ーや民間の回収業者において市民や事業所から 廃食油分別回収

する 仕組みの構築や、 回収し た廃食油から バイ オディ ーゼル燃料を 精製する 設備の導

入およ びバイ オディ ーゼル燃料を 導入する し く みの導入によ っ て、 製造し た燃料を 事

業者が利用でき る仕組みづく り を 推進し ます。

④ 脱炭素物流の促進

施策 1 － D - ④（ １ ）： 共同運送・ 共同配送の普及

＜方向性＞

地域を 走る 運送業者間の連携や、 集配ステーショ ン を 設置し て配送する 荷物を 一旦

そこ に集め、 まと めて配送する 仕組みづく り など、 配送の共同化によ り 配送車両の運



第 5 章 未来の奄美市を つく る ために

第
一
章

第
二
章

第
三
章

第
四
章

第
五
章

第
六
章

資
料
編

69

行効率を 高め、 コ スト 低減と 温室効果ガス排出削減を図り ます。

＜施策＞

共同運送・ 共同配送について事業者間の協議の場を 設け、 貨物配送を 一元化でき る

仕組みづく り の構築を 推進し ます。

施策 1 － D - ④（ ２ ）： 宅配荷物の受け取り 効率の向上

＜方向性＞

宅配ボッ ク スの利用や宅配荷物を 1 回で受け取る こ と によ る 配送時における エネル

ギー消費の削減を図り ます。

＜施策＞

宅配便の受取状況や、 宅配ボッ ク スの利用実態等を 把握し たう えで、 宅配ボッ ク ス

の普及や市有施設の活用、 コ ンビ ニエンススト アー等と の連携によ っ て宅配荷物の受

け取り ができ る 宅配ボッ ク スの設置を 普及さ せる と と も に、 設置箇所や利用方法につ

いての情報提供や啓発活動を 通し て市民によ る宅配ボッ ク ス利用を 促進し ます。 また、

宅配事業者と 連携し て宅配荷物を 1 回で受け取るためのキャ ンペーンを実施し ます。

施策 1 － D - ④（ ３ ）： 道路整備・ 効率的運用による運輸効率の向上

＜方向性＞

一般道のバイ パス整備、 交差点の改良、 道路拡幅など の道路整備、 信号機の適正な

管制などによる渋滞緩和を 図り 車両運行による二酸化炭素排出量の低減を 目指し ます。

＜施策＞

国や県、 警察と 連携し て道路整備、 施設整備、 適正運用を促進し ます。

⑤ 自動車台数の削減促進

施策 1 － D - ⑤（ １ ）： 自動車の削減促進

＜方向性＞

マイ カ ー利用から 、 公共交通機関や自転車利用、 カ ーシェ アリ ング（ 車の共同利用）・

シェ アサイ ク ル（ 自転車共同利用）・ ラ イ ド シェ アリ ン グ（ 乗り 合い）など、 よ り 環境に

やさ し い交通手段の普及を 目指し ます。 こ れら の運用にあたっ ては、 電動車両の採用

など、 より 環境の配慮し たも のと し ます。

＜施策＞

通勤手段にマイ カ ー以外の手段を 促進し ている 事業者名の公開や表彰、 それに必要

な設備等の設置支援や、 カ ーシェ アリ ン グを 導入し よ う と する 自治会や集合住宅等へ

の支援、 カ ーシェ アリ ン グへの再エネ電力等の利用への支援を 推進する と と も に、 主

要バス停・ 港・ 空港・ 市役所や支所・ 病院・ 中心商店街・ 観光施設・ 高校など市内主

要施設間のシェ アサイ ク ルの導入を促進し ます。
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施策 1 － D - ⑤（ ２ ）： 公共交通機関の利便性向上

＜方向性＞

広域的・ 幹線的なバス路線の維持・ 充実を 図る と と も に、 郊外の集落など における

高齢者や高校生など 運転免許を 持たない人や交通弱者が利用でき る 小型コ ミ ュ ニティ

バスの運行など、 地域の輸送ニーズにき め細かく 対応でき る 新たな交通システムの導

入を 図り ます。 こ れら の運用にあたっ ては、 電動車両の採用や無人運行システムの導

入など、 より 環境に配慮し 運行コ スト も 低廉なシステムの構築を 目指し ます。

＜施策＞

公共交通事業者・ タ ク シー会社等と 連携し 、 再エネ電力を 活用し た小型電動モバイ

ルシステムを導入し ます。 その際は運行ルート や頻度を最適化し 、 効率化と エネルギー

消費の削減を 図り ます。70 歳以上の免許返納者等に対する 公共交通機関活用支援を 推

進し ます。

施策 1 － D - ⑤（ ３ ）： 自転車利用の普及促進

＜方向性＞

自転車通勤やシェ アサイ ク ルを 推奨し ます。 また、 市外から の来訪者に対し てサイ

ク ルツーリ ズム 33 を推奨し ます。

＜施策＞

自転車等の安全性や利便性向上につながる 歩道や自転車通行空間等の整備、 自転車

を 利用し た健康づく り の啓発等を 行い、 事業所や学校などに広報し ます。 観光協会等

と も 連携し 、 本市の自然・ 景観な ど 豊かな 地域資源を 生かし たサイ ク ルモ デルルー

ト を 設定する と と も に、 自転車によ る 利用の際の各種施設の割引実施など のイ ン セン

ティ ブの提供を 実施し ます。

33　 サイ ク ルツ ーリ ズム： 自転車を 活用し た観光。

コ  ラ  ム

■自転車利用や歩いて脱炭素化！

奄美大島では公共交通機関が未発達である ため、 自家用車の利用が活発ですが、 朝夕の道路の

渋滞も 市街地では激し く なっ ています。 また、 今後の高齢化を 控えて、 公共交通機関や自転車等

の活用も 期待さ れています。

バス は自家用車に 比べて

CO2 の排出量は約 3 分の 2

になっ ています。 更に健康

づく り の視点から も 自転車

や徒歩の移動も 推奨さ れて

います。こ れら は CO2 の排

出も なく 、 脱炭素化につな

がり ます。
徒歩

自転車

鉄道

バス

航空

自家用乗用車

(gCO２ )0 20 40 60 80 100 120 140

0

0

25

90

124

132

1人が１ km 移動する 場合の二酸化炭素排出量（ 2021年度）

運輸部門における二酸化炭素排出量

資料　 輸送量当たり の二酸化炭素の排出量（ 旅客）（ 国土交通省）
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（ ２ ） 温室効果ガスの排出削減対策（ エネルギー起源二酸化炭素以外の温室効果ガス）

A . 廃棄物分野

施策２ － A - ①： 廃棄物発生抑制の普及

＜方向性＞

３ R（ Reduce： 廃棄物が生じ るこ と を 抑制、Reuse： 再使用、Recycle： 再生利用）の

総合的な取組を 推進し 、 大量生産、 大量消費、 大量廃棄型の社会のあり 方やラ イ フ ス

タ イ ルを 見直し 、 循環型社会の形成を 目指し ます。 一般廃棄物である プ ラ スチッ ク 類

の全量資源化を 目指し 、 プラ スチッ ク 類の分別収集及び再資源化を 図り ます。 こ れに

よる、 廃プラ スチッ ク 類の焼却量ゼロを 目指し ます。

＜施策＞

一般廃棄物については市民、 事業者、 行政が一体と なっ て、 マイ バッ グの持参など

によ る レ ジ袋削減の取組や簡易包装を 推進する ためのキャ ン ペーン などを 実施し て減

量化を進めます（ refuse,reduce）。 自治会や関係団体などと 連携し 、 地域でゴミ の再利

用と 資源化に関する学習会などを 実施し ます（ reduce,reuse,recycle）。 生ゴミ について

は、 処理機器の活用・ 普及によ り 減量に取組むこ と と 合わせて、 生ゴミ を 分別回収し

メ タ ン 発酵によ る 処理を 行う 仕組を 導入し 、 得ら れたメ タ ン ガスによ る 化石燃料を 代

替さ せる脱炭素化を 推進し ます。

産業廃棄物についても 建設副産物は、 そのほと んど がリ サイ ク ル可能である こ と か

ら 、 発生抑制に努めながら 、 発生現場での分別等を 実施し て再資源化を すすめるよ う 、

建設業社等に対し て必要に応じ て助言し ます。 発生量の多い汚泥や家畜糞尿について

は、 メ タ ン発酵による化石燃料代替燃料の創出を図る仕組の構築を目指し ます。

施策２ － A - ②： 廃棄物処理施設における資源の有効利用

＜方向性＞

廃棄物の焼却施設、 汚泥再処理施設、 下水処理施設における 資源の有効利用を 図り

ます。

＜施策＞

廃棄物の焼却処理に伴い発生する 熱を 回収し 、 発電等に活用し ます。 汚泥再処理施

設においてメ タ ン発酵施設を 導入し 、 発電および発電後の熱利用を推進し ます。

下水道処理施設において、 下水処理に伴い発生する メ タ ン ガスについては、 官民連

携によ る 発電事業を 導入する こ と で、 発生ガスの有効利用を 推進し ます。 また、 発生

汚泥については堆肥化等の有効利用の仕組を 検討し ます。
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施策２ － A - ③： バイ オ燃料への活用促進

＜方向性＞

家庭や飲食店等から 発生する廃食油を 燃料と し て有効活用するこ と を 目指し ます。

＜施策＞

市民や市内事業所から の廃食油の分別回収の仕組を 構築する と と も に、 回収し た廃

油は熱利用やバイ オディ ーゼル燃料を 精製する 設備を 導入し て燃料と し て活用する 仕

組づく り の構築を目指し ます。

B . 代替フ ロン類の取組

① 代替フ ロンの適正な回収処理等の促進

施策２ － B - ①（ １ ）： 適正回収・ 処理の実施に向けた情報提供

＜方向性＞

代替フ ロ ン が使用さ れている 冷蔵庫やエアコ ン など の機器使用時の漏洩防止や廃棄

時の回収・ 適正処理を 図り ます。

＜施策＞

エアコ ン を 利用し ている 事業者へ法定点検についての情報提供を 行い、 エアコ ン 使

用時の漏洩を 防止し ます。 また、 廃棄物処理業者や工事業者等へ、 冷蔵庫やエアコ ン

などの適正回収・ 適正処理についての情報提供や技術研修会を 実施し ます。

施策２ － B - ①（ ２ ）： ノ ンフ ロン化の推進

＜方向性＞

代替フ ロ ン が使用さ れている 冷蔵庫やエアコ ン など の機器について、 脱フ ロ ン 化を

図り ます。

＜施策＞

市民・ 事業者に対し て冷蔵庫やエアコ ン など の更新にあたっ て、 ノ ン フ ロ ン 製品へ

の買い換えを 呼びかけるため、 販売店と も 連携し て情報提供を 実施し ます。
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（ ３ ） 温室効果ガスの吸収源対策

2020（ 令和 2 ） 年度の森林による二酸化炭素の吸収量は 7.7 千ト ン CO2 であり 、 現状すう

勢では 2030 年度に 5 .6 千ト ン CO2 と なるこ と が想定さ れます。

森林は木材等の林産物を 供給する ほか、 地球温暖化の防止、 水源のかん養、 山地災害の

防止、 生物多様性の保全、 景観の保全等の公益的機能の発揮を 通じ 、 市民の豊かな生活環

境を 保全するなど重要な役割を果たし ています。

こ のよう なこ と から 、 人工林については森林の多面的機能の発揮を確保し 、 将来にわたっ

て市民がその恩恵を 享受する ために、「 伐っ て、 使っ て、 植えて、 育てる 」 のサイ ク ルを 確

実に実施し 、 持続可能な林業経営に取り 組むと と も に、 島内産材の積極的な利用を 進める

必要があり ます。

天然林については吸収量・ 蓄積量を 維持する 必要があり ます。 また、 ブ ルーカ ーボン に

ついても 増加さ せる取組が求めら れます。

① 森林整備・ 保全の推進

施策３ - ①（ １ ）： 森林保全の推進

＜方向性＞

国や県と 連携し て民有林を 含めたスギ・ ヒ ノ キ等の人工林については、 計画的な森

林経営を 推進する と と も に、 伐採後の再造林の実施、 優良苗木の安定供給体制づく り

等の各種施策を 総合的に進め、 管理が不十分な森林を なく し て地球温暖化防止に貢献

する 森林の整備・ 保全と と も に、 野生生物と 共存でき る 奄美ら し い森づく り を 目指し

ます。

＜施策＞

国や県の補助金を 活用し ながら 、 市有林の適正管理を 行う と と も に私有林について

は適正管理が行われる よ う 所有者に対する 働き かけ等を 行います。 森林の所有者・ 境

界の確定を 進めます。 森林組合と 連携し ながら 管理委託を 推進し ます。 森林技術総合

セン タ ーなどと 連携し て、 奄美ら し い森づく り の在り 方を 検討し ます。 また、 人工的

に育成し ていく 森林を 一定量確保する ための仕組づく り を 推進し ます。 あわせて、 県

と 連携し て奄美地域における 人工林、 天然林の森林吸収源に関する データ を 共有し 、

こ れら を 基に、 かごし まエコ フ ァ ン ド 制度に基づいたプ ロ ジェ ク ト の立ち 上げを 推進

し ます。

施策３ - ①（ ２ ）： 森林保全意識の醸成

＜方向性＞

市民が森林にふれあう 機会の提供や各種情報提供などによ り 、 森林を 守り 育てる 意

識の醸成を図り ます。

＜施策＞

県のみんなの森づく り 県民税等を 活用し て市民が森林と ふれあう 機会を 設定でき る

よう に、 関係団体等への働き かけを実施し ます。
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施策３ - ①（ ３ ）： 森林保全の担い手の育成

＜方向性＞

林業の担い手を育成し 、 森林が適正に維持管理さ れている状況を図り ます。

＜施策＞

国や県と 連携し て林業の担い手の育成を促進し ます。

施策３ - ①（ ４ ）： 島内産材の活用促進

＜方向性＞

島内の人工林の適正管理を すすめるため、 島内産材の利活用を 図り ます。

＜施策＞

島内産材の認証やその利用に対するイ ンセンティ ブ付与などを 実施し ます。

② 緑化等の推進

施策３ - ②（ １ ）： 緑化の推進

＜方向性＞

公園の整備や道路、 港湾、 公共施設等における 緑化の推進、 新たな緑化空間の創出

等を 図り ます。 また、 自然環境及び自然資源の保全にも 努めます。

＜施策＞

公園・ 街路樹等によ る 緑化を 進める と と も に、 炭素固定量に配慮し た樹種の選定を

や種的・ 遺伝的な選定を 行っ て現存の自然植生への配慮を 行います。 緑化等の際に在

来種の種苗供給ができ る仕組みづく り を 促進し ます。

施施策３ - ③（ ２ ）： ブルーカ ーボン 3 4 の活用

＜方向性＞

国はブ ルーカ ーボン 貯留量評価モデルによ り 、100 年以上の貯留期間を 有する 炭素

貯留分を 二酸化炭素吸収量と し て算定する新規の方法論を 適用すると し たと こ ろ です。

今後、 ブルーカ ーボン の吸収量の算定方法の確立を 待ち つつ、 地域団体等と 連携し

て海草・ 海藻、 マン グロ ーブ 林や造礁サン ゴ等の育成を 図り 、 ブルーカ ーボン 固定量

の増加を 図り ます。 また、 吸収量の算定方法が確定さ れク レ ジッ ト の認証の仕組が整っ

た際はク レジッ ト の活用も 図り ます。

＜施策＞

ブルーカ ーボンの吸収量についての情報収集を行います。 当面は、 地域でブルーカ ー

ボン の増加に取り 組む団体等の掘り 起こ し を 行います。 こ れら の団体を 支援し て試験

的な取組を推進し ます。

34　  ブルーカ ーボン： 沿岸・ 海洋生態系に取り 込まれ、 そのバイ オマスやその下の土壌に蓄積さ れる炭素のこ と 。
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（ ４ ） 部門・ 分野横断的対策等

温室効果ガス排出量を 削減する ためには、 市民や事業者、 行政が連携・ 協力し た取組が

必要です。

2030 年度温室効果ガス排出削減目標の達成及び 2050 年カ ーボンニュ ート ラ ルの実現に

向けて、 市民や事業者の行動変容、 ラ イ フ スタ イ ル変革を 強力に押し 進めていく 必要があ

り ます。 そのためには、 脱炭素につながる豊かな暮ら し について理解を 深め、さ ら に、 体験・

体感と いっ た共感につながる機会や場を 通じ た体験や環境学習が重要であり 、 学校や企業、

行政等が一体と なっ て取組を 進めるこ と が必要です。

あわせて、 奄美の伝統の中にある 、 自然と と も に暮ら すなかで培われてき たエネルギー

を 節約し ながら 快適に暮ら す生活の知恵と し ての「 伝統知」 を 地域遺産と し て、 次世代に、

更に世界に伝えていく こ と が重要です。

施策４ - ①： 伝統知の掘り 起こ し と 活用

＜方向性＞

奄美の伝統の中にある、 自然と と も に暮ら すなかで培われてき たエネルギーを 節約

し ながら 快適に暮ら す生活の知恵「 伝統知」 を 地域遺産と し て、 次世代に、 更に世界に

伝えていき ます。 暮ら し の中に見ら れる 慣習や衣類・ 食べ物・ 住宅など のあり かたに

ついて掘り 起こ し て数値化し 、 科学的知見「 科学知」 と 融合さ せて、 奄美から の脱炭素

のあり 方と し て発信し ます。

＜施策＞

「 伝統知」 を 掘り 起こ す地域プ ロ ジェ ク ト を 立ち 上げます。 得ら れた知見について、

鹿児島大学や産業技術総合研究所などの関係機関と 連携し て数値化し 、 奄美から の脱

炭素のあり 方を 発信し ます。

施策４ - ②： エネルギー事務所（ 仮称）の設置

＜方向性＞

市民や事業者に対し て脱炭素につながる専門的知見を 普及するエネルギー事務所（ 仮

称）を 設置し 、 相談の窓口と するこ と を 通し て、 省エネ機器、 断熱建築、 次世代自動車、

再エネ電力など の普及を 図り ます。 国や県など が実施する 補助金活用の提案や申請書

作成支援なども 行っ ていき ます。

＜施策＞

国や県、 関係団体、 県温暖化防止活動推進セン タ ー等と 連携し て、 脱炭素の相談窓

口と し てのエネルギー事務所（ 仮称）を設置し ます。
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施策４ - ③： カ ーボン・ オフ セッ ト 制度の普及促進

＜方向性＞

事業者等が自ら 削減でき ない二酸化炭素の排出量について、 市有林の整備による吸収

量等を購入し て埋め合わせるカ ーボン・ オフ セッ ト を活用し た脱炭素化を目指し ます。

＜施策＞

県と 連携し て奄美市の森林吸収量の調査を 進め、 森林吸収量が算定でき る 仕組みを

構築し ます。 その上で、 奄美市有林による「 かごし まエコ フ ァ ンド（ 鹿児島県版カ ーボ

ン・ オフ セッ ト ） 制度」 のプロ ジェ ク ト の登録を 実施し ます。 かごし まエコ フ ァ ンド や

Ｊ -ク レ ジッ ト 制度を 利用し たカ ーボン・ オフ セッ ト の仕組みやカ ーボン フ リ ー商品

の開発方法について学べる学習会等を 開催し ます。

施策４ - ④： 地域の特性を 生かし た地産地消型の再生可能エネルギーの導入促進

＜方向性＞

本市の多様で豊かな資源を 活用し 、 自然環境に配慮し つつ、 地域と の共生を 図り な

がら 、 バイ オマスエネルギー利用、 水力発電、 風力発電、 太陽光発電、 海流発電など

の再生可能エネルギーの導入を 図り ます。 地域で創出し たエネルギーを 地域で利用す

る「 エネルギーの地産地消」 を 促進する こ と によ り 、 雇用の拡大や地域経済の活性化を

目指し ます。 蓄電池を 活用し 再生可能エネルギーの安定的な供給を確保し 、 エネルギー

の自給率の向上、 非常時のエネルギー確保を 図り ます。

＜施策＞

学習会や展示会、 フ ェ ア等を 実施し て再生可能エネルギーの導入や利用に関する 適

切な情報発信を すると と も に、エネルギー事務所（ 仮称）において、再生可能エネルギー

導入に関する 相談のほか、 詳し い情報の提供窓口や、 導入事業者、 導入にかかる 費用

の支援制度の紹介等を 行っ て再生可能エネルギーの普及を 促進し ます。

施策４ - ⑤： 環境マネジメ ント システムの普及促進

＜方向性＞

脱炭素を 進める 事業者が、 その取組を 外部機関によ っ て評価し ても ら う 仕組みと し

て、 経営上の環境に関する 方針や目標を 設定し 、 その達成に向けて自主的に環境保全

に関する 取組を 進めていく ための「 環境マネジメ ント システム」 の導入を 図り ます。 中

小規模事業者においては、 中小事業所向けに設計さ れているエコ アク ショ ン 21 等の導

入を 推奨し ます。

＜施策＞

市内の事業者に向けた環境マネジメ ン ト システムの学習会の開催やエコ アク ショ ン

21 の認証取得までのコ ンサルティ ングを 無料実施する 自治体イ ニシアティ ブプログラ

ムを 実施し ます。
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施策４ - ⑥： 飼料自給率の向上

＜方向性＞

飼料用作物の生産を 促進し 、 飼料生産基盤の確立を 図っ て、 飼料自給率を 高めます。

家畜飼料の運搬に要する二酸化炭素の排出削減を図り ます。

＜施策＞

粗飼料生産について、 適期更新や土づく り によ る 単収向上、 機械導入によ る 生産率

向上と あわせて、 農協などと 連携し て市内の農家に向けた学習会を実施し ます。

施策４ - ⑦： 市内企業における脱炭素経済社会への対応や支援の促進

＜方向性＞

企業の脱炭素経営に向けた意識啓発を 行い、 自社の活動の脱炭素化を 進める と と も

に、 省エネ・ 再エネ分野における 新規参入や新技術・ 新製品の開発と 地域の工務店等

が断熱建築など省エネ住宅や設備の建築を担えるよう にするこ と を目指し ます。

＜施策＞

エネルギー事務所（ 仮称）において、 具体的な取組に関する 情報提供を 行う ため、 情

報収集を 行う と と も に、 収集し た情報を 事業者に向けて発信する ための事業者向けの

研修会等を 実施し ます。 また、 事業者が大学等の研究機関と 連携する など、 情報交換

を 行う こ と ができ る プラ ッ ト フ ォ ームの設置や市内の工務店等が再エネ・ 省エネ設備

等を 施工でき るよう にする確認会等を 実施し ます。

施策４ - ⑧： 市民一人ひと り の理解と 行動変容の促進

＜方向性＞

地球温暖化に対する 市民の意識変革と 危機意識の浸透を 図る と と も にそれに対する

具体的な行動についての認識を深める機会の創出を 目指し ます。

＜施策＞

市民や事業者、 子供たち が地球温暖化やそれへの対処策について学びを 深める 機会

を 提供し ま す。 テ ーマ を 設定し て 学習コ ン テ ン ツ を 制作する と と も に講師の養成を

行っ て、 出前授業や講師派遣などに対応でき る仕組みづく り を 実施し ます。

（ 想定さ れる学習テーマ）

・「 温暖化の危機的状況や社会にも たら す影響」

・「 再生可能エネルギー電力と 電気自動車で『 ゼロカ ーボン・ ド ラ イ ブ 35 』」

・「 テレワーク や各種オンラ イ ンサービスの活用による省エネ社会の構築」

・「 エコ な宅配便の受取方法」

・「 サステナブルフ ァ ッ ショ ン 36 への切替え」

・「 多様で柔軟な働き 方にも 資するク ールビズ・ ウォ ームビズ」

・「 生産や輸送に伴う 温室効果ガスの排出削減が期待さ れる地産地消の推進」

35　 ゼロ カ ーボン ド ラ イ ブ： 太陽光や風力などの再生可能エネルギーを使っ て発電し た電力（ 再エネ電力） と 電気自動車（ EV）
などを 活用し た走行時の CO2 排出量がゼロのド ラ イ ブ。

36　 サステ ナブ ルフ ァ ッ ショ ン ： 衣服の生産から 着用、 廃棄に至る プ ロ セスにおいて将来にわたり 持続可能である こ と を 目
指し 、 生態系を 含む地球環境や人・ 社会に配慮し た服装を利用し よう と いう 取組。
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・「 家庭における、 まだ食べら れる のに廃棄さ れる「 食品ロ ス」 などの食品廃棄物の

削減」 など。

施策４ - ⑨： 関係事業者等と の連携協定の締結

＜方向性＞

関係機関・ 団体等と の連携を 進める ための協定を 締結し 、 省エネ家電、 エコ カ ー、

ZEH 、 遮熱建築等の省エネ住宅の普及を促進する仕組みの構築を 目指し ます。

＜施策＞

家電製品、 自動車の買替時や住宅等の建築時に、 省エ ネ 家電、 エ コ カ ー、ZEH・

ZEB37 等の情報を 販売員や設計者が伝達する協定を 販売店等と 締結し ます 。 その際に、

購入時の価格が高価でも 長期的に見る と 経済的である こ と を 示す啓発用のリ ーフ レ ッ

ト 等を作成するなど普及の促進に努めます。

施策４ - ⑩： 再生可能エネルギー導入促進区域や禁止区域の設定

＜方向性＞

再生可能エネルギー利用設備を 設置する ための再生可能エネルギー促進区域と し て

適し たエリ アの設定を 目指し ます。 再生可能エネルギーの利用を 推進し 、 地域内でエ

ネルギーの地産地消を 進めて、 脱炭素地域の実現に向けて社会的、 自然的な障害を ク

リ ア可能な地域を 明示する こ と や、 逆に再生可能エネルギー導入禁止区域を 明示する

こ と で、 社会資本の積極的な投入を 促し 、 再生可能エネルギーの拡大や自然環境保全

を 図り ます。

＜施策＞

国およ び鹿児島県が示す環境配慮基準を 考慮し て、 促進区域の設定を 検討し ま す。

併せて、 再生可能エネルギーの導入に関し て、 禁止する区域の設定も 検討し ます。

施策４ - ⑪： 環境教育・ 環境学習の促進

＜方向性＞

家庭や身近な地域社会での脱炭素について学べる 環境学習の機会の確保、 学校教育

現場における 環境教育について一層の充実を 目指し ます。 また、 省エネルギーや再生

可能エネルギー、 気候変動などについて学習でき る 教育旅行（ 修学旅行） プログラ ムの

作成を図り ます。

＜施策＞

県温暖化防止活動推進セン タ ー、 教育委員会、 観光協会等と 連携し て、 脱炭素にむ

けた環境学習プ ロ グラ ムの作成、 地域で学習活動を 推進する 指導者の育成事業や指導

者認定を 実施し ます。

37　 ZEB： Net Zero Energy Building（ ネッ ト ・ ゼロ・ エネルギー・ ビ ル）の略。「 ゼブ」と 呼ぶ。 快適な室内環境を実現し ながら 、
建物で消費する 年間の一次エネルギーの収支を ゼロ にするこ と を 目指し た建物。
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施策４ - ⑫： グリ ーン×デジタ ルの一体的な推進

＜方向性＞

ICT38 や AI39 、ロボッ ト 等の未来技術を最大限活用し 、脱炭素化を推進する社会システ

ムを 実現さ せるための取組を 推進し ます。

＜施策＞

先進技術など に関する 情報の収集と 、 あわせて現況を 把握し て情報システムにイ ン

プッ ト するための各種データ の収集と 蓄積を 実施し ます。

施策４ - ⑬： モデル地域の設定

＜方向性＞

地域内の一定区域において省エネ設備の導入、 再生可能エネルギーの利用の導入な

どを 推進し 、 地域内でエネルギーの地産地消を 進めて他の地域に先駆けた脱炭素化を

推進する地域を 設定し ます。

＜施策＞

環境に関し て積極的な取組を 実施し ている 地域を 太陽光発電、 蓄電池や省エネ設備

の導入を 促すモデル地域と し て設定し ます。 モデル地域では省エネに関する 説明会を

開催し 、PPA 事業や省エネ設備・ 機器の省エネ性能、 投資回収に関する 情報提供を す

る と 共に金融機関と 協力し て、 再エネ、 省エネ設備導入に関する 初期費用の負担を 軽

減する 仕組についての情報提供を 行います。 こ の仕組については市域全体に水平展開

を目指し ます。

38　 ICT： Information and Communication Technology（ 情報通信技術） の略で、 通信技術を 活用し たコ ミ ュ ニケーショ ン を指す。
情報処理だけではなく 、 イ ン タ ーネッ ト のよ う な通信技術を 利用し た産業やサービスなどの総称。

39　 AI： Artificial Intelligence（ 人口知能） の略で、 コ ン ピ ュ ータ ーの性能が大き く 向上し たこ と によ り 、 機械である コ ン ピ ュ ー
タ ーが「 学ぶ」こ と ができ るよ う になっ た。 知的な推論・ 判断を するコ ン ピ ュ ータ ープロ グラ ム。
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図 5 -3　 部門毎の施策・ 取組

部　 門　 毎　 の　 施　 策　 ・ 　 取　 組

●省エ ネ ルギーの取組

や 再 生 可 能 エ ネ ル

ギ ー 導入の促進　 　

（ 6 施策）

●徹底的な エ ネルギー

管 理 の 促 進　 　 　 　

（ 3 施策）

●農林水産業分野の削減

（ 5 施策）

●省エ ネルギーの取組

や 再 生 可 能 エ ネ ル

ギー 導入の促進　 　

（ 3 施策）

●建築物における 温暖

化対策の推進　 　 　

（ 3 施策）

●徹底的な エ ネルギー

管 理 の 促 進　 　 　 　

（ 2 施策）

●省エ ネルギーの取組

や 再 生 可 能 エ ネ ル

ギ ー導入の促進　 　

（ 6 施策）

●住宅における 温暖化

対 策 の 推 進　 　 　 　

（ 4 施策）

●エ コ ド ラ イ ブ の普及促進

（ 1 施策）

●次世代自動車と 充電設備

の 導 入 促 進　 　 　 　 　 　

（ 1 施策）

●脱炭素燃料の普及　 　 　

（ 1 施策）

●脱炭素物流の促進　 　 　

（ 3 施策）

●自動車台数の削減促進　

（ 3 施策）

産業部門 業務その他部門 家庭部門 運輸部門

●廃棄物の発生抑制等の普及の促進

（ 1 施策）

●廃棄物処理施設における 資源の有

効利用 　 　 　 　    　 　 　 　 　 　 　 　

（ 1 施策）

●バイ オ燃料への活用促進 　 　 　 　

（ 1 施策）

●森林整備・ 保全の推進　 　

（ 4 施策）

●緑化等の推進　   　 　 　 　 　

（ 1 施策）

●ブ ルーカ ーボン の活用　 　

（ 1 施策）

廃棄物分野

●伝統知の掘り 起こ し と 利用

●エネルギー事務所（ 仮称） の設置

●カ ーボン・ オフ セッ ト 制度の普及促進

●地域の特性を生かし た地産地消型の再生可能エネル

ギーの導入促進

●環境マネジメ ント システムの普及促進

●飼料自給率の向上

●市内企業における 脱炭素経済社会への対応や支援の

促進

●市民一人ひと り の理解と 行動変容の促進

●関係事業者等と の連携協定の締結

●再生可能エネルギー促進区域の設定や禁止区域の

設定

●環境教育・ 環境学習の促進

●グリ ーン × デジタ ルの一体的な推進

●モデル地域の設定

部門・ 分野横断的対策（ 各 1 施策）

●代替フ ロ ン 等 4 ガスの適正

な 回収処理等の促進　 　 　

（ 2 施策）

代替フ ロン等 4 ガス分野 吸収源対策


